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知事定例記者会見（定稿）

日 時 令和５年 10 月 23 日（月） 14：00～15：00

場 所 別館２階 記者会見室

（知事）

よろしくお願いします。今日はふじのくに交流会が東京でございますものです

から、新幹線に乗らなくちゃいけないという、そういう理由です。

さて今日のお花は、小さい黄色の花がスプレーマムです。それからカーネーショ

ンですね。以上であります。

さて発表項目でありますが、２点ございます。静岡県出身の俳優、磯村勇斗さん

を、歴史文化資源を核とする誘客プロモーションのプロモーターとして起用い

たしました。磯村勇斗さんは、大河ドラマ「どうする家康」がクライマックスを

迎え、失礼しました、大河ドラマ「どうする家康」がクライマックスを迎えてお

りまして、大きな盛り上がりが期待できますことから、県内各地域に広がる歴史

文化資源の魅力を発信し、全国からの観光誘客に取り組むプロモーションを本

日開始いたしました。その概要について報告いたします。デジタルサイネージを

御覧ください。今回のプロモーションでは、本県出身の人気俳優の、磯村勇斗さ

んを起用いたしまして、武士の時代の始まりから終わりまでを体感できる「ぶし

のくに静岡県」の魅力や、歴史と風土が育んだ本県ならではの食などを組み合わ

せ、若い世代も含めた幅広い層に情報を発信してまいります。２つ目のサイネー

ジをお願いします。本日公開いたしました特設ウェブサイトでは、磯村さんが案

内役となりまして、小國神社や日本平夢テラスなど、静岡県の誇る人気の観光ス

ポットを紹介する動画などを御覧になることができます。11 月からは首都圏、

中京圏、関西圏の主要駅等で発信する他、ＹｏｕＴｕｂｅでも発信して参ります。

３番目のデジタルサイネージを御覧ください。またこの期間、武将ゆかりの地を

紹介したパンフレットの配布、旅行雑誌での特集記事の掲載や、国内最大級の観

光展への出展など、関係機関と連携し、集中的に情報発信を行います。デジタル

サイネージの４番目、御覧ください。さらに、現在実施しておりますＷｅｂスタ

ンプラリーや、３県連携で取り組んでいる周遊キャンペーンもあわせて、歴史文

化資源を活用した観光誘客を強力に進めてまいります。以上であります。

２つ目の発表項目でありますけれども、日本平夢テラスが５周年を迎えました。

11 月３日金曜日、祝日、文化の日に、日本平夢テラスが５周年を迎えます。平

成 30 年の開館から非常に多くの方にお越しいただきました。本年９月末時点で、

当初の目標 150 万人を大きく上回る、288 万人の方が本施設を訪れられていま

す。この間、秋篠宮皇嗣殿下また同妃殿下、さらに寛仁親王妃であります、信子
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殿下にも、お越しいただいております。駐車場からのアクセスにつきましても、

８月から電動カートの実証運行を行っておりまして、利用者から好評を得てお

ります。イベントの具体的な内容ですけれども、５周年当日は９時からくす玉開

きのセレモニーを開催いたします。ふじっぴーと茶娘が来館者を出迎えまして、

先着 500 人に、県産木材を使用した卓上カレンダーの記念品を配布いたします。

ラウンジでは開館５周年記念メニューのスイーツなどを期間限定で提供いたし

ます。このメニューは静岡英和学院大学短期大学部の学生さんと共同で開発し

たものであります。ラウンジ前の通路には清水第四中学校美術部が制作しまし

た、黒板アートを展示いたします。その他、日本平夢テラスからの絶景を写した

写真展など、様々なイベントを開催いたします。また、これと関連するイベント

といたしまして、10 月 13 日から 11 月 21 日まで、ふじのくに文化財オータムフ

ェアの取り組みで、本県と東アジアの歴史的な関係を示す、本県所蔵の厳選した

出土品を展示しております。その他、県の公式観光アプリを使って、日本平夢テ

ラスや三保の松原、羽衣の松、などを巡ってスタンプを取得できます、しず旅ス

タンプラリーも実施しております。日本平からの快適な眺望を楽しんでいただ

きまして、日本平の歴史を学べる本施設にぜひお越しいただければと存じます。

以上、私の準備した発表項目であります。

（幹事社）

はい、ありがとうございます。幹事社の日経新聞です。今の知事からの発表項目

に関して、１つだけ質問をさせてください。１点目の発表項目のところで、「ど

うする家康」の観光プロモーションを始めるというような発表があったんです

が、実際に、今、「どうする家康」で、関東圏や関西圏からお客さんが増えてる

かと思うんですが、通年でも足元でもいいんですけれども、現状の経済効果であ

ったりですとか、これによる観光誘客数ですね、もし数値的なものがあれば１点

お伺いしてもよろしいでしょうか。

（知事）

「どうする家康」だけというわけに、なかなか限定しにくいところがありますが、

今、東アジア文化都市ということで、当初はですね、360 万人の参加者、動員数

ですね、お客様も含めて。それから 500 件のプロジェクトということだったわ

けですけど、その経済効果が 100 億円ってことになっていたわけです。今、私の

ところに届いている報告によりますと、現在ですね、参加者が 686 万人、696 万

人？

（職員）
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686 です。

（知事）

686 万人。それから、イベント数が 800。

（職員）

869 です。

（知事）

869 件ということで、当初の 500 件をはるかに上回り、そして確実に 127 億円の

波及効果でしたか、それ以上が出ていると。その中に「どうする家康」くんの関

連の波及効果も入ってるということで、かつてなかった観光の波及効果が出て

おります。

（幹事社）

はい、ありがとうございます。今の発表項目の中で、他に御質問のある社さんは

いらっしゃいますでしょうか。ないようなので幹事社質問に移らせていただき

ます。東アジア文化都市のレガシー拠点に関してお伺いします。先日、県議会で

も話題に上がった三島の東アジア文化都市レガシー拠点について、経済団体と

の会合時は、国有地を定期借地して低コストでオープンできそうとの話なども

ありましたが、改めて、足元の進捗と今後のスケジュールについて具体的にお伺

いできればなと思っております。

（知事）

はい。これは 10 月 13 日の閉会日の緊急質問がございまして、その際にお答え

したとおりであります。この東アジア文化のレガシー創出に向けた私の考えは、

関係部局に伝えておりますが、まだ１つのアイディアにすぎなくて、何も決まっ

ていないのが現状です。これに関連する集中審査（正しくは、「閉会中調査」）が

本日、文化観光委員会、また 25 日に総務委員会で集中審査（正しくは、「閉会中

調査」）が開催されますので、ここで県議会の御疑念、あるいは御懸念に対しま

して、関係部局から丁寧に説明をするという段取りになっておりますので、この

場でのこれ以上の発言は控えさせていただきます。

（幹事社）

はい、ありがとうございます。そうすると、三島にレガシー拠点を作りたいとい

うお話ではあったんですが、今後の県議会の動向等を踏まえたら、もしかすると
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この拠点自体はできなくなるといった可能性もありうるということなんでしょ

うか。

（知事）

それも含めてですね、どうして、そういう場所が具体的に出てきたのかというこ

とも含めて、丁寧に御説明を差し上げている最中ですので、ここでの、それ以上

のコメントは差し控えるということにさせてください。

（幹事社）

はい、わかりました。今の回答について関連質問のある社さんはお願いいたしま

す。はい、ないようですので、２点目に移ります。リニア中央新幹線に関してで

す。リニア関連で 13 日に、静岡市の事業影響評価協議会で燕沢の残土置き場に

ついて、難波市長が、ＪＲ東海の災害想定を上回る深層崩壊の場合であっても、

盛土の有無が環境影響を増やすものではないとの見解を示しました。かねて県

専門部会や知事は、燕沢の盛土置き場に関して、選定方法などに懸念を示してい

ました。これら市の見解との相違について、考えなどがあれば、お聞かせいただ

ければなと思います。

（知事）

まず難波市長さん、精力的にリニアに関わる問題に取り組まれていることに対

しまして、敬意を表したいと思います。自ら、市長になってからも現場に足を運

ばれて、そして写真なども撮って、現状を見られているということはかつてなか

ったことですから、大変立派な仕事をされていると思っております。今、御質問

に関連することは、事業影響評価評議会（正しくは、「静岡市中央新幹線建設事

業影響評価協議会」）、協議会でのやりとりだと思いますけれども、ここで複数の

委員から、盛土があることで下流への影響が変わるという見解も出されており

ますし、またＪＲ東海がどのような条件で計算しているのか確認されていない

ので、現時点では全体として大きな問題はないという見解を削除すべきである、

などの指摘があったということで、難波市長もこれを謙虚に受け止めてですね、

これから協議が進んでいくというふうに思っておりますので、その状況を注視

したいと考えております。以上です。

（幹事社）

はい、ありがとうございます。こちらの質問は、先日の県専門部会、生態系に関

する県専門部会でもあったんですが、市との連携や、あるいは難波氏は専門家で

もあると思うんですけれども、この県専門部会等に、難波氏を迎えいれるといっ
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た、そういった動きは現状考えていらっしゃるんでしょうか。

（知事）

目下のところは考えておりませんが、県の専門部会では、委員からツバクロ発生

土置き場につきまして、同時多発的な土石流等の発生リスクや、土石流の緩衝機

能の低下などを検討すべきであるという意見が出ているわけです。県としては

引き続き専門部会でＪＲ東海と対話を行い、その結果を尊重したいと考えてお

りますが、市長さんは、目下のところ、この事業影響評価協議会（正しくは、「静

岡市中央新幹線建設事業影響評価協議会」）というものの取りまとめといいます

か、それの調整をしながら市当局として、協議会の委員の先生の御意見を尊重し

ながら取りまとめられると。まずこれが市としての仕事じゃないかというふう

に思っています。

（幹事社）

はい、ありがとうございます。ちょっとリニア関連で、先日の金曜日に少し動き

があったので、その点に関してもお伺いできればなと思います。国交省が取りま

とめた、リニア新幹線開通後の本県への経済影響についてというもので、それに

関する知事のコメントとして、実現可能性等に関して国交省と話し合いたいと

いう旨の発表があったかと思うんですけれども、この点に関して、まさに目下の

ところ、その調整などは進んでいるんでしょうか。

（知事）

進んでおりません。

（幹事社）

今後どういうふうに進めていく。

（知事）

まず昨年の暮れに、国交大臣が静岡県への影響について調べるというふうにお

っしゃってくださって、そしてまた、年頭の記者会見で、岸田総理自らが、夏を

めどに静岡県のメリットを考えてまとめてみたいとおっしゃってくださって、

それを実行していただきまして、10 月までかかりましたが、そのことに対して

感謝しております。そのうえで、でございますけれども、今度の国交省の発表は

ですね、呆れました。内容がお粗末であるということであります。新聞等では停

車回数が 1.5 倍になるというように見出しが躍っておりますが、これが報告書

なんですね。これが。これはですね、ここのところに東海道新幹線静岡県内にお
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ける列車の停車回数が現状の約 1.5 倍程度増加するとした場合にどうなるかと、

考えたと。そうすると、1.5 かけるわけですね。だから一時間に２回停車してる

のに 1.5 倍かけると、３回になります。４回停車してるということになれば、４

かける 1.5 ですから、６回になります。この計算は、何年生ぐらいでできるんで

しょう、掛け算というのは。小学生でもできますか、と思うんですね。ただダイ

ヤがですね、どうなってるかという、これは調べなくちゃなりません。したがっ

て、６時台から夜の最終電車までですね、静岡県内で各時間に 1時間ごとに止

まる本数、これを調べるのは素人にはちょっと難しいかもしれませんが、スマホ

で簡単に調べることできますから、半日、長くても 1日あればですね、これは調

べることが可能だと。それをですね、どうして 10 月までかかったのかというこ

とは、あまりにも簡単な仕事なので、したがって、国交省は、その仕事を忘れて

いらしたということか、もしくはですね思い出して、何かこれに関連して、1.5

倍になったらこうなると。それをすごい大きな仮定をしたうえでですね、いろん

な利便性が考えられますよってことを付け加えてありますが、全て 1.5 倍に停

車回数が増えた場合にというだけのことでですね。これは、何もそうなるという

ことを、国が責任を持って言われたのでありますけども、あくまで仮定ですから、

実現できるかわからないという、そうしたことをですね、10 か月かけてやられ

たということに、お粗末であり呆れてるということであります。

（幹事社）

はい、ありがとうございます。今のリニア関連の質問や回答に関して、追加の質

問がある社さんはお願いいたします。

（記者）

すいません、朝日新聞です。今の、先週金曜日に国交省がまとめた資料のことで

お尋ねなんですけど、はいそうです。知事としてはどういったものが出る、どう

いったものまで出されることを期待していたのでしょうか。

（知事）

はい。岸田総理が、年頭の記者会見で、わざわざ静岡県について触れられまして、

リニアによって静岡県がどういうメリットを受けるかということ、これをまと

めるということでしたので、私は質問状を出しました。で、その質問状はコピー

を皆様方にお配りしたと思います。その質問に答えた形にはなっていないとい

うふうに思います。ともあれですね、国交省の方で、この報告について、説明に

上がりたいとおっしゃっていますので、その説明を聞いてからにしようかなと

思っております。その説明の中で、ひょっとするとですね、いろんな御説明で、
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こちらの疑念も解消するところがあるかもしれないと期待しているところです。

（記者）

すいません、もう１点、確かに金曜日の会見で国交省から説明をというのは記者

会見でも、東京の会見でも話があったんですけれども、説明を求めるのは国交省

であって、ＪＲ東海ではないということですか。

（知事）

国交省がこの仕事をされたということですね。おそらく斉藤大臣、あるいは首相

の御指示があって、あるいは首相の御見解が冒頭、１月冒頭で出たのでですね、

それを受けて仕事をなさったということですので、仕事をなさった方から御説

明を受けるのが一番いいと思ってます。

（記者）

ありがとうございます。わかりました。

（幹事社）

他。

（記者）

ＮＨＫです。改めてなんですけれども、今、知事お話しあったのは１月 24 日付

けだったと思うんですけれども岸田総理宛にお送りした文書ちょっと読み返し

てたんですけれども、知事、名古屋開業とか、大阪開業とかそれぞれの場合に分

けて、「ひかり」、「こだま」の本数ですとか、停車回数など、内容を盛り込むよ

う御要望なさってたと思うんですが、今回の調査を改めて振り返ってみて、知事

としてどれぐらい満足できるものだったのか、割合とかパーセンテージとかで

もいいんですけれども、満足度を改めて教えてください。

（知事）

呆れたというのが先ほど申しました通りで、内容はお粗末であると思っており

ます。

（記者）

知事のコメント、20 日に出されたコメントの中で、仮定の話っていう、先ほど

も発言もありましたけれども、リニアのですとか、新幹線の停車本数とかダイヤ

っていうのはあくまでＪＲが決めるものでありまして、あくまでそのデータに
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基づいて分析した国に対して、具体的数字を求めるっていうのは、ちょっとハー

ドルが高いのではないかと思う部分もあるんですけれども、それについてはい

かがでしょうか。

（知事）

ハードルが高いことはイロハのイの字です。ＪＲ東海は民間の会社です。したが

って、ダイヤについて国がどうこう決めることができません。にも関わらず、そ

れが可能であるかのような御発言を国交大臣、首相がなさって、それの背景には

国交省の鉄道局が、それが可能であるというふうな、このいわゆる、官僚からも

ですねアドバイスがあったものと思います。したがって、それも含めてですね、

ＪＲ東海が民間企業であるということを踏まえるならば、ダイヤについて具体

的な、県民を喜ばせるようなことをですね、言えないことはすぐにわかるはずで

すね。したがって、初めから本来、決定者でない者が、決定できるかのごとくで

すね、言って 1.5 倍増えるといったような、見出しが踊るようなことになった

というのはですね、国交省としてはいい仕事をされたなと。なんていう仕事をさ

れてるんだろうというふうに思っております。

（記者）

今回の調査を受けてＪＲ自身は、この調査結果を参考にしながら今後ダイヤを

検討したいというふうにコメントしてるんですけれども、ダイヤの検討につい

てＪＲに対して、今、知事が求めることを教えてください。

（知事）

他人事のように言われるような筋のものではなかろうと思いますね。当然、鉄道

局はＪＲ東海とこの件についてですね、やりとりしたに違いありません。最終的

に参考にするとだけ言って、切り捨てられているわけですから、政府はコケにさ

れたものだなあという感じがあります。今の政府のするべきことは、他にあるか

と思います。あるいは国交省のすべきことは他にあるというふうに思いますね。

１つはＪＲ東海さんはこのところ、2027 年の開業が厳しいとおっしゃってませ

んか。公表されてますね。これはですね、2010 年の３月から 2011 年の５月まで

20 回にわたりまして、国交省の交通政策審議会小委員会において、第３回目に

ＪＲ東海が事業計画を発表いたしまして、４回目以降それについて、この小委員

会で検討をなさって、翌 2011 年の５月に事業計画が認められたものです。その

事業計画は 2027 年までに、2027 年に東京・名古屋間を開通させるというもので

した。それが崩れたということですね。ですから、ここで事業計画が変わったの

で、どうするかっていう論点があります。２つ目はですね、この間に３兆円の財
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投がなされたということですが、これによって国家的事業という言葉が使われ

るようになったんですけれども、そもそも 2010 年５月におけるＪＲ東海の国交

省に対する公式の説明におきましては、民間会社であるので、経営の自由と投資

の自主性は貫徹すると、見栄を切っておられるわけですね。それと矛盾すること

が起こったということが２つ目です。３つ目はですね、これは大きなお金がかか

りますので、ともあれ東京・名古屋間は 5.5 兆円以内でつくるというふうに言

われていたのが、突然、1.5 兆円プラスして７兆円を超える、７兆円規模のです

ね、ものにするというふうに言ったわけですね。ですから、こういう３つの大き

な事業計画における重大なですね変更がありますので、したがって、こうしたこ

とについて、全幹法に基づきながらではありますけれども、国交省はＪＲ東海に

対して、厳しく指導されるお立場にあるのではないかというふうに思っており

まして、1.5 倍にすればどれだけになるかと、算数の計算をですね、子供にさせ

るようなことをですね、大官僚組織がやるほどのことかというふうに改めて思

うわけであります。

（記者）

ありがとうございます。最後に、まず国交省からの御説明を聞かれるっていうこ

とだったと思うんですけれども、今回の調査は官邸主導という側面もあったか

と思うんですが、今後、岸田総理に改めて、文書を出すなど、知事としてアプロ

ーチしたいお考えありますでしょうか。

（知事）

岸田総理にお手紙を差し出す考えはありません。ともあれ岸田総理が言われた

ことに対して、これほどお粗末なですね、ものを出してきたというのは、総理に

対して気の毒なことになったなというふうに思います。そうしたことはひょっ

とすると私の誤解かもしれないので、今後、国交省の担当者が来られたときにで

すね、いろいろと聞いてみたいと思っております。

（記者）

ありがとうございました。

（幹事社）

他の関連質問ある方いらっしゃいますでしょうか。

無いようですのでその他に質問がある社さんはお願いいたします。

（記者）
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静岡朝日テレビです。静大再編問題について伺わせてください。静大と浜松医科

大学の統合・再編問題での 1 大学２校案が、静岡大学の正案となる見込みなん

ですけれども、知事としてはどのように感じていますでしょうか。

（知事）

大学の自治の問題はですね、大学に任せるというのが私の基本的スタンスで、こ

れについては関係者でですね、よく話し合って、万人が納得するような組織編成

をしていただきたいと切に願っております。

（記者）

知事からは、この問題に対して、意見でしたり、感じることっていうのは特にな

いというところですか。

（知事）

しません。はい。言いに来られるときにですね、自分たちで決めてくださいと申

し上げました。ただ、どっかの首長さんはですね、受け止めて、それを了解され

てですね、結果的に、静岡市ですけれども、静岡市長市議会が、これについて了

解したのでですね、そこで議論が紛糾することになったと。それは反省になるん

じゃないかなと思っていますね。

（記者）

ありがとうございます。

（幹事社）

他、質問がある社さんは。

（記者）

静岡新聞と申します。熱海の土石流災害の行政文書の関係でいくつかお聞きし

たいと思います。ちょっと確認させてもらいたいんですが、以前から質問させて

もらっている件で、逢初川源頭部でですね、20 年前に土砂崩れが起きたという

のが、これ行政文書がカラー化されてわかったんですけれども、８月８日の知事

会見のときにですね、土石流発生後のその文書確認作業の中で、県として 20 年

前の土砂崩れについて、いつ認識したのかというのを質問させていただいてい

て、後ほど確認します、回答します、というふうなお答えをいただいたまま、そ

の後全く回答がないんですけれども、今どういう状況になっているのか。教えて

ください。



11

（知事）

これはですね、お願いします。正確に答えます。

（経営管理部総務局参事）

経営管理部総務局参事の清水と申します。先ほどの８月８日の記者会見の時の、

20 年前の土砂崩れの行政文書の存在というところなんですけれども、令和３年

10 月 18 日にですね、県の行政文書を公開をした時に、今、御指摘のあった文書

については公開をされておりますので、その時に認識をしたというふうに捉え

ていただければよろしいかと思っております。以上です。

（記者）

令和３年 10 月 18 日に公開したときに、公文書の概要版というんですかね、事

実関係を並べた、時系列に並べた概要版発表されてるんですけれども、そこには

記載されてないんですが、その時、本当に認識してたんですか。それはあの、ど

なたが言ってるんですか、その認識していたというのは。

（経営管理部総務局参事）

あのそれは令和３年の10月に公開してる文書を集めてやっているものですから、

今おっしゃられた、そのまとめたものについても、確か 10 月 18 日のあの公開

に向けてですね、取りまとめられていたもので、その 10 月 18 日の取りまとめ

た文書の中に、20 年前のあの文書の関係がなぜ入っていないかというところに

ついては、ちょっとそこは確認してみないとなんとも言えないものですから、今

の時点ではちょっとお答えできないんですが、あの文書そのものについては、令

和３年の 10 月に公開をしているので、その時に認識したというふうに捉えてい

ただければいいと思います。

（記者）

そうすると令和３年 10 月時点で、20 年前の土砂崩れを認識していたのに、なぜ

２つの検証委員会で検証対象にしなかったんでしょうか。

（経営管理部総務局参事）

あの文書については、20 年前の土砂崩れというふうに、今おっしゃられている

んですけれども、公開されている公文書を見ていただければわかると思うんで

すが、その公文書に添付されているのは、崩落した箇所と示された図面と、あと

は 2003 年だったかな、その写真が掲載されていてですね、崩落箇所と書かれて
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いるものについて、崩落がいつ起こったであるとか、誰がいつその写真を撮った

とかですね、そういった事実関係がわかるようなものが添付されているもので

はないので、詳細な事実関係というのがわかるような公文書ではないと思うも

のですから、そのあたりを踏まえてのことかなというふうに考えておるんです

けれども。

（記者）

それは推測ということですか。どなたか言ってたんですか。

（経営管理部総務局参事）

すいません、公文書を見ての私の推測ですので。

（記者）

推測ではなくて、しっかりした事実確認をお願いしたいんです。

（経営管理部総務局参事）

なので、ちょっとそこは、この会見の場ではなく、また別途改めてですね、ちょ

っと確認をさせていただいて、私の方から記者さんの方にお答えをさせていた

だけたらなというふうに考えております。

（記者）

８月８日の際にも、そういうふうなお答えをいただいてるんですが、もう２か月

半以上経って、何もないんですけれども。

（経営管理部総務局参事）

８月８日のときには、すいません、いつ認識したのかという話で、その回答が遅

れてしまったことについてはお詫び申し上げます。あと 10 月 18 日に公開した

その事実関係をまとめたペーパーの方に、なぜそれが載ってないかについては、

また私の方で確認をさせていただいて、改めてお答えをさせていただけたらと

思います。

（記者）

もう１件すいません、清水さん出て来ていただいたのでお答えいただきたいん

ですが、行政対応検証委員会の方に白黒の文書を送っていたという、検証委員に

対してですね、白黒文書を送っていたということですけれども、この文書の中身

が 2006 年以降の文書に限定されていたということです。これは、なぜその 2003
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年に土砂崩れがあったときも含めて、2005 年以前のものを委員に送付しなかっ

たのか教えてください。

（経営管理部総務局参事）

行政対応検証委員会の設立趣意書だとかですね、昨年開催された県議会の特別

委員会における検証委員会の青島委員長の御発言とか確認していただければと

思うんですが、行政対応検証委員会においては、逢初川の源頭部にされた盛土造

成についてはですね、行政対応を検証する。その検証の対象というのが、盛土造

成の手続きが開始された、確か 2006 年の 10 月以降についてですね、検証をす

るというようなたてつけで議論等が行われたものですから、そこに該当する公

文書の方を検証委員会の委員の先生方に提供したという経緯でございます。

（記者）

崩落した盛土部分に限定するというのは、県の判断ということでいいですか、検

証委員会の判断でしょうか。

（経営管理部総務局参事）

その設立趣意書だとか、行政対応検証委員会を設置したのは、県になるものです

から、そこは県の判断というふうに捉えていただければよろしいと思います。

（記者）

ありがとうございます。知事に伺いたいんですが、あの前々回の９月 22 日の記

者会見の際に、行政文書、白黒で判読できない状態になっているという問題に関

してですね、カラーの文書に差し替えたので、隠蔽ではないと、問題ないんだと

いうお答えをされていました。この差し替えるまでの間、１年９か月あるんです

けれども、この間に検証委員会があって、検証作業が終わってるんですけれども、

これは、この検証で取り上げられなかったことについては、問題ないというふう

にお考えなんでしょうか。

（知事）

検証委員会には、白黒以外のカラーの文書も出していたというふうに聞いてお

りますが。

（記者）

今、確認したように、2006 年以降の文書しか出てないんですけれども。
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（知事）

それはその通りですね。2006 年から盛土が始まりましたので。

（記者）

それは行政対応の方は検証委員にはそういうった文書、限定された形で送られ

ていて、発生原因の検証委員会の方に関しては、この 20 年前の土砂崩れという

ことは取り上げられていないです。

（砂防課長）

砂防課長の杉本です。よろしくお願いします。発生原因のメカニズムの方の検証

委員会の時にですね、その 20 年前の崩壊について取り上げられていたのかどう

かというのは、それを８月８日のときに記者から質問されて、その時私、答えさ

せてもらいましたが、その委員会の中では、この記事については取り上げてない

という答えをさせてもらいました。それ以降に、委員の委員の先生方、３名いる

んですけど、その３人の先生のところに一応この資料を持って意見を伺ってき

ました。その結果的にはですね、先生方、皆さん同じ御意見だったんですけども、

やはりあれだけの大規模な崩壊をする上で、今回のあの崩壊 20 年前の崩壊が、

直接の原因だったかどうかということはなかなか言えないんじゃないかという

ような回答をいただいております。以上です。

（記者）

回答いただいたという文書を開示請求で確認させていただいたんですけれども、

まず、どのような説明をしたのか、県の方がどのような説明をしたのかというの

が詳細に載ってなくて、しかも答えられてるのは３人全てではないということ

ですよね。そのような不十分な状況で検証されたと言えるのかどうか。知事に伺

いたいんですが。知事に報告されてますよね。

（知事）

今、彼が言ったこと以上は知りません。

（記者）

ごめんなさい、マイクでお願いいたします。

（知事）

今、杉本くんが言った以上のことは私は知りません。
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（記者）

行政対応の検証委員会の方はいかがですか。

（知事）

同じです。

（記者）

検証されてないんですけれども。

（知事）

検証されていないのは、行政対応は 2006 年の 10 月から盛土が始まったので、

そこから検証するということになって、したがって 2003 年のものは念頭になか

ったということで検証されていないと承知してます。

（記者）

なんで盛土に限定する必要があるんですか。

（知事）

それが大きな崩落をもたらした原因だったからだという認識だからです。

（記者）

なぜ 2005 年以前に関しては関係ないというふうに判断したんですか。

（知事）

2006 年の 10 月から盛土が始まったと、盛土に関わる手続きが始まったというこ

とで、その起点をそこにしたんだというふうに聞いています。

（記者）

それも含めて第三者検証されるべきなんじゃないですか。

（知事）

そうですね、今、2003 年について、可能性があると。しかしながら、そこにつ

いて復命書も入っていないと。写真だけがあるだけで、そしてそれとのこの因果

関係は復命書もないので、誰が、いつ、どういう形で、写真を撮ったのかってこ

ともわからないというふうなことなので、今、御指摘がございますので、当時の

担当者に、聞き取りなどして、できる限り詳細な事実を明らかにしたいという姿
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勢でおります。

（記者）

今、現時点では検証できてないわけですよね。

（知事）

今は調査中ということですね。

（記者）

あとその、今回、行政文書、白黒になって判読できなくなっていたということで、

見えなくなっていた、わからなくなっていた情報というのは、20 年前のその土

砂崩れだけではないというふうに、私はいろいろ白黒のものとカラーのものと

見比べて、承知しているんですけれども、県として、その白黒化によって何が見

えなくなる、何が読み取れなくなっていたのかというのが、ちゃんと情報を整理

して、それで何が検証されてなかったのかというのをちゃんと提示して、それで

内部検証を進めるべきじゃないんですか。知事どうですか。

（知事）

御意見として承っておきます。とりあえずこの個人情報が出ないようにすると。

マスキングするというのが基本的な姿勢だったわけですね。したがって白黒の

コピーにして、カラーのところも潰されてしまったと。しかしながら、潰れたと

ころに重要なものがあった可能性があるという御指摘もあって、それは即、個人

情報に関係するものをマスキングしながら、カラーのまま出すというふうにし

たという、それが経緯です。

（記者）

差し替えたから問題がないということは言えないんじゃないかなと思ってるん

ですけれども、そこちょっとよく理解できないんですが。

（知事）

白黒で分からなかったと、だったら分かるようにするためには元のものを見せ

ればいいということで、本来のカラーのものに変えたということですね。

（記者）

いやその差し替えるまでの間に検証作業が終わっていて、それで検証漏れがあ

るわけですよね。それ問題があるんじゃないんですか。
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（知事）

さしあたって、検証委員会の方でですね、そこについて問題視されることはなか

ったというふうに承知しております。

（記者）

いや何度も言いますけれども、行政対応検証委員会にその文書が提出されてな

かったわけですよね。

（知事）

2003 年のものですか。

（記者）

はい。

（知事）

そうですね。

（記者）

2003 年のその土砂崩れ以外にも、白黒で判読できなくなっていた文書というの

はあると思うんですけれども、そういうのも含めてもう一度ちゃんと整理して、

検証し直すという作業が必要なんじゃないですか。

（知事）

それは検証委員会で指摘されてるところがありますので、そこのところは包み

隠さず、分かるところまでしっかり明らかにするという姿勢でおります。

（記者）

検証委員会で指摘されているというのはどういうことですか。

（知事）

それを君が言ってるんじゃなかったの。

（記者）

検証委員会というのはもうないんじゃないですか。
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（経営管理部総務局参事）

すいません、今、知事が検証委員会とおっしゃられたのは、おそらく特別委員会

のことをおっしゃられてると思うんですけれども、特別委員会の方で行政対応

検証委員会で検証されていない新たな論点を提起していただいたものですから、

今、その点について今年の７月に設置した庁内の検証委員会の方で検証作業を

進めておりまして、先ほど記者がおっしゃられた、白黒になって判別できていな

かった文書、確かＡの 283 であるとか、あとは 2003 年の崩落があった文書、そ

ういった記者さんの方からこれまで御指摘をいただいているですね、行政文書

につきましても庁内検証委員会の方でですね、その公文書の内容等を確認をし

て、あと公文書の内容だけではわからないことについては、先ほど知事の御説明

もございましたけれども、当時の担当の方にですね、聞き取り調査を行うなどし

てですね、できる限り事実関係の把握に努めているところでございます。以上で

す。

（記者）

ちょっとすいません、事実確認させてもらいたいんですけども、県議会の特別委

員会の提言というのは、このカラーに差し替えるもっと前の段階で提言を出し

てますよね。ですから、カラーから白黒化されたことで何が読み取れなくなって

いたのかというのは、その県議会の特別委員会の提言の時点ではわかってなか

ったんじゃないですか。

（経営管理部総務局参事）

ただ特別委員会の中で、個別の行政文書についてどうだという話はなかったか

もしれないんですけれども、行政対応検証委員会で検証されていない論点があ

るんじゃないかというお話がありまして、その論点の中には、先ほど記者がおっ

しゃられた、白黒で判別できなかった文書というものもですね、含まれる行政対

応についての提言がされているものですから、特別委員会から御提言いただい

た新たな論点について再検証作業を進めていくにあたっては、今、記者から御指

摘のあった公文書も確認をする必要があるというふうに、そういう意味で申し

たという形になります。

（幹事社）

ちょっとすいません。ここで大変恐縮なんですけれども、知事の時間が 15 時ま

でなので、幹事社判断で一旦質問を中断させていただいて、他に御質問のある社

さんを優先させていただいてもよろしいでしょうか。他の質問者さんがもしい

らっしゃればお願いします。
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（記者）

中日新聞です。知事の、議会の関係全般についてお尋ねしたいんですが、９月議

会で給与の減額の条例で問題になって、最終日前日の三島の東アジア文化都市

拠点の発言で、また議会が紛糾したと思うんですが、知事はその最終日前日の発

言には問題ないというふうな認識を示されてますが、それを受けて、知事は今後

の議会とのコミュニケーションの仕方を何か見直す考えはありますか。

（知事）

そうですね、できる限りの議会の議員の先生方も、県民の代表ですので、県政の

発展というか、県民福祉の向上のためにですね、協力するのが筋のことだと思っ

ていますので、インフォーマルな形で、少しずつではありますけれども、コミュ

ニケーションを図るようにしております。

（記者）

最終日前日の三島の東アジア文化都市の拠点に対して、知事、問題ないというふ

うに考えているのであれば、見直す必要も、コミュニケーションの仕方を見直す

必要もないかと思うんですがそこへのお考えはどうですか。

（知事）

コミュニケーションはですね、非常に、無かったに近いところまで落ち込んだん

ですね。知事選、参議院の補選、衆議院選重なりましたのでね、そこに私は応援

演説に入って、敵対関係に入りまして、それ以降、コミュニケーションが非常に

難しくなりました。それ以前とはちょっと違ったわけですね。そうしたものを受

けて改めて、コミュニケーションを深めなきゃならんと思っておりまして、いき

なりですね、皆さん見てる前でっていうふうにしても、相手の立場もありますか

ら、ですからインフォーマルに、しかし着実に信頼関係を作り上げていこうとい

う努力は一貫してやっております。

（記者）

ありがとうございます。とにかく自民党としてコミュニケーションの、知事に対

して問題視していることと、知事の認識が違うと思うんですが、知事の、改めて

お尋ねなんですが、知事の議会とのコミュニケーションってのは何を、どんなこ

とをしたいというふうにお考えなんでしょうか。

（知事）
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信頼関係の構築ですね。

（記者）

その構築のためには、議会とのどんなコミュニケーションをとるという考えで

しょうか。

（知事）

議会といっても抽象的な議会とやるわけじゃなくて、お１人お１人、それぞれの

個性と経験と見識をお持ちなわけですね。ですからそういうお１人お１人を含

めて、コミュニケーションを図るということが、議会とのコミュニケーションを

深めていくという段取りになると、私は思っておりまして、いきなり議場でです

ね、やりとりすることが、コミュニケーションの１つではありますけれども、そ

れの前提として、信頼関係を 1人ずつでもいいから作り上げていくということ

がコミュニケーションになると。一番大きなコミュニケーションは信頼を構築

することであると思っております。

（記者）

ありがとうございます。同じような質問になるんですが、最終日前日の発言を自

民党が問題視して、知事は問題ないと認識されていて、その問題視するものが両

者違うとなると、コミュニケーションを深めることもできないと思うんですが、

そのお考えはどうですか。

（知事）

コミュニケーション不足が起こると、やはり誤解とか曲解ってのもありますし、

ですからですね、今は、この特定の問題につきまして、文化観光委員会で今日や

ってるわけですね。そしてまた 25 日は総務委員会でこの件について、事実関係

を第三者の立場から、それぞれ委員会の担当者が御説明申し上げて、ありていに

申し上げてるということで御理解は得られるものと私は思いますが、とりあえ

ずこの件については今、集中審査（正しくは、「閉会中調査」）で議会マターです

ので、これについての私の発言は、コメントはしないということでお許しいただ

きたいと思います。

（記者）

ありがとうございます。すいません全然別の質問で１個だけ、リニアに関して生

態系の県の専門部会が先日ありました。そこで委員の方からは、国の有識者会議

は大枠を決めてある程度役目を果たしたと、県とＪＲの議論に移るべきだとい



21

うような意見もあったかと思うんですが、国にこの生態系に対する議論につい

て、もうこれで終わりでいいのか。知事としてはどういうお考えでいらっしゃる

んですか。

（知事）

中村さんの、座長のですね、取りまとめ、その背景には、国交省の御意向もある

と思いますけども、早くまとめていこうというふうなのが見え見えですね。です

から、まとめるべき段階というのはですね、疑念が払拭される時であります。し

かしながら、この間の有識者会議でも、委員の先生方から厳しい意見が座長に対

して出されました。あるいは座長の議事進行に対してもですね、決して全員が協

力しているわけではないという報告を受けております。したがいまして、それは

それとして、有識者会議のマターでありますから。そのあとこれは、私どもが有

識者会議で挙げた 47 項目のうち、流量と生態系ですね。他にも水質とか土壌の

問題とかいろいろあります。監視の問題とか、これらはですね、一旦有識者会議

で議論されると、うちの専門家会議（正しくは、「専門部会」）で出した意見を議

論していただいているので、それを専門家会議（正しくは、「専門部会」）に持ち

帰ってそこで議論し、オープンでですね、ＪＲ東海に質問をぶつけ、そして答え

ていただいて、そしてそれをですね、納得いくところまでやるという、これが全

体の、なんて言いますか、立て付けになってるわけです。専門家会議（正しくは、

「専門部会」）があり有識者会議があり、47 項目全部議論すると。そしてそれを

その専門家会議（正しくは、「専門部会」）に持ち帰ると、そこでＪＲ東海そして

県の代表あるいは利害関係者の代表者がですね入って、最終的に「これで分かっ

た」と、「納得した」ということになってですね、工事ができるかどうかがその

段階になると。今のところは有識者会議が強引にまとめるとされているかのご

とき段階かなと思っております。したがってそれはですね、やはり専門家委員会、

専門家会議（正しくは、「専門部会」）でも意見が出ておりまして、これは森本部

長の方から意見を差し出したんでしたっけ？差し出すんですか？

（くらし・環境部参事）

くらし・環境部参事の宮崎と申します。よろしくお願いいたします。前回の金曜

日ですね、その会議におきまして、専門部会において、国の有識者会議議の報告

書案について、いろいろと御意見いただいて、それをですね、今回また明日、住

民の方にもですね、御説明させていただき、すいません、関係者にも御説明させ

ていただきまして、そういった意見を踏まえまして、国の方に有識者会議として

ですね、どういう意見をお願いするのがいいかということを整理してですね、今

後、次回の有識者会議が始まる前までにお出ししたいというような段取りでお
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ります。

（記者）

ありがとうございます。今後の段取りは分かったんですけど、知事としての認識

は、専門部会の委員が言うように、県とＪＲの議論に戻していいという考えです

か。

（知事）

専門部会の先生方の御意見を尊重します。それが私の基本的な姿勢です。

（記者）

わかりました。ありがとうございます。

（幹事社）

他、御質問ある社さんいらっしゃいますでしょうか。じゃあすいません、中断し

てしまって申し訳なかったんですが。

（知事）

いや、ＳＢＳさん手挙げてなかった？いいんですか？いや間違った？失礼しま

した。遠慮なくどうぞ。

（記者）

いいですか。じゃあ、すいません。先ほどの話に戻ってしまうんですが、国が示

されたメリット、静岡県のメリットとして、1.5 倍ですとか、経済効果があるっ

ていう話なんですが、それは知事としては静岡県のメリットにはなるとお考え

でしょうか。

（知事）

それは、1.5 倍になればメリットであります。1.5 倍になるとすれば本数がこう

なるというふうに言われてるわけですね。ですから、1.5 倍にするのは誰です

か。ＪＲ東海です。ですから、これははっきりしてますね、国が決めることでは

ないんですね。ですから仮定を言ってるだけなわけです。で、新聞や報道は、1.5

倍になるというような印象がですね、得られるような報道になっております。こ

れがですね、本末転倒というか、違うんですよ。仮に、停車回数が 1.5 倍になれ

ば、２本が３本になる。４本が６本になると言ってるだけでですね、「その意見

を参考にする」とＪＲ東海という意思決定者は言っているというだけなので、こ
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こはよくよく注意する必要があります。

（記者）

あともう１点なんですが、国としてはこのメリットを示すことで、今、膠着状態

にある静岡県とＪＲ東海との議論、リニア問題の議論を進めたい、進めたいとい

うか、少しはちょっと緩和させたりだとか、解決の糸口を見出したいみたいな意

図もあるかと感じるんですが、それについて知事はどのように受け止めて。

（知事）

実はこの議論はですね、リニアが完成すればダイヤが変わりますね。要するに東

京と大阪を結ぶわけですから、そこに今までの「こだま」と「ひかり」と「のぞ

み」に加えてリニアが加わりますので、当然ダイヤが変わります。だからリニア

ができればですね、その静岡県に停まっている「ひかり」、「こだま」の本数が増

えるということは自明です。なぜかというと、その「のぞみ」機能がリニアに置

き換えられると、「のぞみ」機能それ自体は、東京と、なるべく大阪をですね、

停車駅をできる限り少なくして早く結ぶというのがポイントですから、なかな

か「のぞみ」が静岡県に停まるということは考えにくいんですけども、「のぞみ」

の機能がリニアに置き換えられますと、そうすると「ひかり」と「こだま」の本

数が増えるというのはですね、初めからわかっていたことなんですよ。で、それ

が 1.5 倍になるかどうかといったようなことはですね、単なる頭の体操という

か、本当に、はっきり言って、高級官僚がするような話かというふうに思います

ね。何の責任もないのにもかかわらず言ってしまったのでですね、これについて

は国交省鉄道局はですね、しっかりと、言ったことについて責任を持ってくださ

いというふうに申し上げたいと。それはＪＲ東海との交渉においてですね、ＪＲ

東海のダイヤ決定の際にですね、この数字を生かすように言わないと駄目だと。

単に仮定しただけですっていうような言い逃れをしては駄目ですよということ

を申し上げたいと思いますね。今やるべきことは国策と称される国家的事業、民

間企業が行う、公共事業でもないこのリニアに対してですね、南アルプスを保全

するということをわれわれは、これは国策ではないかと思っております。いや、

国策です。なぜならこれは国立公園だからです。南アルプスの自然を保全するの

は国の政策です。公式の政策です。ですから国策です。それだけではありません。

エコパークの再審査というのが２年後（正しくは、「１年後」）に迫っております。

これはですね、環境大臣意見で、これをしっかり保全することは、環境行政の使

命であると、大臣意見として明確に言ってるわけです。したがってこれは国際公

約でもあると。南アルプスの保全、多様性の保全、これはですね、国策であり国

家的な対外的な責務であると。これがですね、何か国家的事業だから、こちらの
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国策は大したことないかのごとく思われるとですね、とんでもない話であると。

昭和 38 年以来、また 2015 年以来ですね、それぞれ国立公園、またユネスコエコ

パークになってるわけですから、それの重みをですね、しっかり受け止めるべき

は国交省であり、環境省であり、政府であるというふうに思っております。

（記者）

ありがとうございます。

（職員）

もし質問ある社がありましたら、１問だけでお願いします。

（幹事社）

いいですか、じゃあ静岡新聞さんお願いいたします。

（記者）

すいませんじゃあ 1 問だけ。先ほど伺ってたことは、とにかくその県民のため

にその再発防止のためにその検証漏れがないようにしてもらいたいということ

なんですけれども、知事、それはちゃんと指示しているんですか。漏れがない検

証を指示。

（知事）

記者のですね、対応に対しては、できる限り丁寧にしてくださいというふうに申

しております。

（記者）

検証漏れがないようにお願いしたいんですけど。

（知事）

検証漏れがあるという御指摘に対しまして、

（職員）

すいません、記者の方、1問だけということで御理解ください。

（記者）

そこだけだけ答えていただけますか。
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（知事）

はい。あなたの御質問、御懸念に対しては、丁寧に、できる限り、この公にわか

るようにですね、対応してくださいというふうに申しております。多分そうして

いると思いますけれども。以上です。

（幹事社）

すみません、ここで終わらせていただきます。

（知事）

ありがとうございました。


